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目次中◎印のあるものは、高知県法規集に登載するものです。

　　　　　　目　　次

告　示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ページ

　○漁船損害等補償法による同意成立（ 3 

　　件）　　　　　　　　　　　　　　　（漁業管理課）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈 6 ・23掲示〉　　 � 

　○漁船損害等補償法による付保義務消滅

　　（ 3 件）　　　　　　　　　　　　　（　　〃　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈〃　　　　〉　　 � 

　○介護保険法による指定居宅サービス事

　　業者、指定居宅介護支援事業者及び指

　　定介護予防サービス事業者の指定　　（高齢者福祉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課）　　　　　　 2 

　○介護保険法による指定居宅サービス事

　　業者、指定居宅介護支援事業者及び指

　　定介護予防サービス事業者の事業所の

　　所在地の変更の届出　　　　　　　　（　　〃　　）　　 2 

　○介護保険法による指定居宅サービス事

　　業者、指定居宅介護支援事業者及び指

　　定介護予防サービス事業者の事業の廃

　　止の届出　　　　　　　　　　　　　（　　〃　　）　　 3 

　○障害者自立支援法の規定による精神通

　　院医療に係る指定自立支援医療機関の

　　指定　　　　　　　　　　　　　　　（障害保健福

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　祉課）　　　　　 5 

　○障害者自立支援法の規定による精神通

　　院医療に係る指定自立支援医療機関の

　　名称の変更の届出　　　　　　　　　（　　〃　　）　　 5 

　○障害者自立支援法の規定による精神通

　　院医療に係る指定自立支援医療機関の

　　所在地の変更の届出　　　　　　　　（　　〃　　）　　 5 

　○障害者自立支援法及び障害者自立支援

　　法施行規則の規定に基づく精神通院医

　　療に係る指定自立支援医療機関の指定

　　の辞退の申出　　　　　　　　　　　（　　〃　　）　　 6 

　○障害者自立支援法施行規則の規定によ

　　る精神通院医療に係る指定自立支援医

　　療機関の業務の廃止の届出　　　　　（　　〃　　）　　 6 

　○保安林の指定予定に係る通知の掲示　（治山林道課）　　 6 

　○道路の区域変更　　　　　　　　　　（道　路　課）　　 6 

　○道路の供用開始　　　　　　　　　　（　　〃　　）　　 6 

公　告

　○土地改良区の役員の退任（ 3 件）　　（農業基盤課）　　 7 

　○土地改良区の定款変更の認可　　　　（　　〃　　）　　 7 

　○土地改良区の清算人の就職（ 3 件）　（　　〃　　）　　 7 

高知県選挙管理委員会告示

　◎条例の制定又は改廃の請求及び県の事務の執行に関

　　し、監査の請求をする場合の選挙権を有する者の総数

　　の50分の � の数　　　　　　　　　　〈 6 ・ 4 掲示〉　　 7 

　◎高知県議会の解散の請求及び知事等の解職の請求をす

　　る場合の選挙権を有する者の必要な数〈〃　　　　〉　　 7 

　◎高知県議会議員の解職の請求をする場合の各選挙区に

　　おける選挙権を有する者の総数の 3 分の � の数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈〃　　　　〉　　 7 

　◎告示（その病院の長、老人ホームの長、身体障害者支

　　援施設の長及び保護施設の長を不在者投票管理者とす

　　る施設の指定）の一部改正　　　　　〈 6 ・��掲示〉　　 8 

　○政治団体設立の届出　　　　　　　　　　　　　　　　　 9 

　○政治団体異動の届出（ 2 件）　　　　　　　　　　　　　 9 

　○政治団体解散の届出　　　　　　　　　　　　　　　　　�0

高知県監査委員告示

　○包括外部監査人の監査の事務を補助する者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈 6 ・��掲示〉　　�0

告 示

高知県告示第395号　

　漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第��2条の 2 第 2 項

の規定による届出を審査した結果、次の加入区について同法第

��2条第 � 項の規定による同意があったと認めたので、同法第��2

条の 2 第 3 項の規定により告示する。

平成22年 6 月23日（掲示済）

                                　高知県知事　尾﨑　正直  

　下ノ加江加入区　  

高知県告示第396号　

　漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第��2条の 2 第 2 項

の規定による届出を審査した結果、次の加入区について同法第

��2条第 � 項の規定による同意があったと認めたので、同法第��2

条の 2 第 3 項の規定により告示する。

平成22年 6 月23日（掲示済）

                                　高知県知事　尾﨑　正直  

野見加入区　

高知県告示第397号　

　漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第��2条の 2 第 2 項

の規定による届出を審査した結果、次の加入区について同法第

��2条第 � 項の規定による同意があったと認めたので、同法第��2

条の 2 第 3 項の規定により告示する。

平成22年 6 月23日（掲示済）

                                　高知県知事　尾﨑　正直  

　一切加入区　  

高知県告示第398号

　漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第��2条の 2 第 3 項

の規定により平成�8年 6 月高知県告示第479号で告示した次の加

入区においては、同法第��3条の 2 第 � 項第 � 号の規定により平

成22年 6 月22日をもって当該加入区の指定漁船を普通損害保険に

付すべき義務が消滅したので、同条第 2 項の規定により告示す

る。

　　平成22年 6 月23日（掲示済）

　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直　

　下ノ加江加入区

高知県告示第399号

　漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第��2条の 2 第 3 項

の規定により平成�8年 6 月高知県告示第479号で告示した次の加

入区においては、同法第��3条の 2 第 � 項第 � 号の規定により平

成22年 6 月22日をもって当該加入区の指定漁船を普通損害保険に

付すべき義務が消滅したので、同条第 2 項の規定により告示す

る。

　　平成22年 6 月23日（掲示済）

　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直

野見加入区

高知県告示第400号

　漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第��2条の 2 第 3 項

の規定により平成�8年 6 月高知県告示第479号で告示した次の加

入区においては、同法第��3条の 2 第 � 項第 � 号の規定により平

成22年 6 月22日をもって当該加入区の指定漁船を普通損害保険に

付すべき義務が消滅したので、同条第 2 項の規定により告示す

る。

　　平成22年 6 月23日（掲示済）

　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直　

　一切加入区
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高知県告示第401号

介護保険法（平成 9 年法律第�23号）第4�条第 � 項の規定による指定居宅サービス事業者、同法

第46条第 � 項の規定による指定居宅介護支援事業者及び同法第53条第 � 項の規定による指定介護予

防サービス事業者として、次のとおり指定した。

平成22年 6 月25日

高知県知事　尾﨑　正直

介護保険事

業所番号

 3  9  7  0  � 

 0  3  8  0  4 

 3  9  7  0  � 

 0  3  8  �  2 

 3  9  7  0  � 

 0  3  8  2  0 

 3  9  7  0  � 

 0  3  8  3  8 

 3  9  7  0  � 

 0  3  8  4  6 

 3  9  7  0  4 

 0  0  5  5  6 

申請者の

名称

特定非営

利活動法

人フレン

ドライフ

アースサ

ポート株

式会社

株式会社

翼高知

株式会社

スマイル

医療法人

高田会

有限会社

岩城建築

設計事務

所

申請者の主たる

事務所の所在地

高知市大津乙

��4番地 4 

東京都渋谷区本

町一丁目 8 番 7 

号

高知市介良乙

�027番地 5 

高知市長浜46�8

番地 � 

高知市城見町 4 

−�3

香南市野市町東

野�936− 3 

指定年月日

平成22年 � 

月 � 日

平成22年 � 

月�5日

平成22年 2 

月 � 日

〃

〃

〃

事業所の

名称

デイサー

ビス白ゆ

り

アースサ

ポート株

式会社高

知在宅サ

ービスセ

ンター

株式会社

翼高知

デイサー

ビススマ

イル

ヘルパー

ステーシ

ョン青柳

デイサー

ビスとき

めき

事業所の所在地

高知市大津乙

��4番地 4 

高知市杉井流 5 

番�0

高知市介良乙

�027番地 5 

高知市長浜46�8

番地 � 

高知市若松町��

−20

南国市久枝字中

浜�64番地 2 

サービス

の種類

通所介護

介護予防

通所介護

訪問入浴

介護

介護予防

訪問入浴

介護

福祉用具

貸与

介護予防

福祉用具

貸与

特定福祉

用具販売

特定介護

予防福祉

用具販売

通所介護

介護予防

通所介護

訪問介護

介護予防

訪問介護

通所介護

介護予防

通所介護

 3  9  7  2  5 

 0  �  0  8  8 

 3  9  7  0  � 

 0  3  8  5  3 

 3  9  7  0  � 

 0  3  8  6  � 

 3  9  7  0  � 

 0  3  8  7  9 

 3  9  7  0  � 

 0  3  8  8  7 

 3  9  7  0  � 

 0  3  8  9  5 

 3  9  7  0  � 

 0  3  9  �  � 

社会福祉

法人日高

村社会福

祉協議会

医療法人

高田会

〃

株式会社

あさひラ

イフサポ

ート

株式会社

コパン・

ドゥ・パ

ルク

〃

〃

高岡郡日高村沖

名 5 

高知市城見町 4 

−�3

〃

高知市長尾山町

23番地 9 

香南市野市町母

代寺678− 2 

〃

〃

〃

平成22年 2 

月 2 日

平成22年 3 

月 � 日

〃

〃

〃

平成22年 3 

月��日

日高村社

会福祉協

議会居宅

介護支援

事業所

デイサー

ビス青柳

居宅介護

支援セン

ター城見

デイサー

ビスらく

・らく

居宅介護

支援事業

所コパン

・ドゥ・

パルク

デイサー

ビスセン

ターコパ

ン洞ヶ島

デイサー

ビスセン

ターコパ

ン神田

高岡郡日高村沖

名 5 

高知市若松町��

−20

高知市城見町 3 

−�2

高知市塚ノ原

365番地 3 号

高知市洞ヶ島町

 6 −�8

〃

高知市神田�46�

居宅介護

支援

通所介護

介護予防

通所介護

居宅介護

支援

通所介護

介護予防

通所介護

居宅介護

支援

通所介護

介護予防

通所介護

通所介護

介護予防

通所介護

介護保険事

業所番号
事業所の名称 事業所の旧所在地

サービス

の種類

高知県告示第402号

介護保険法（平成 9 年法律第�23号）第75条第 � 項、第82条第 � 項及び第��5条の 5 第 � 項の規定

により、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防サービス事業者の事

業所の所在地の変更について、次のとおり届出があった。

平成22年 6 月25日

高知県知事　尾﨑　正直

事業所の新所在地 変更年月日
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 3  9  6  0  � 

 9  0  2  3  3 

 3  9  7  0  � 

 0  3  7  7  0 

 3  9  7  0  � 

 0  �  �  5  4 

 3  9  7  2  5 

 0  0  3  7  9 

 3  9  7  0  9 

 0  0  2  3  3 

 3  9  6  0  � 

 9  0  0  �  9 

 3  9  7  0  � 

 0  2  �  4  5 

 3  9  7  0  � 

 0  2  8  8  9 

 3  9  7  0  � 

 0  0  5  3  7 

訪問看護ステー

ション城見

居宅介護支援事

業所ふれあい

ヘルパーステー

ションハッピー

ケアこうち

デイサービスセ

ンターさくら貝

訪問介護事業所

どんぐり

訪問看護ステー

ションちかもり

居宅介護支援事

業所ゆう

ヘルパーステー

ションえのくち

ホームヘルパー

ステーションな

の花

在宅介護支援セ

ンターなの花

高知市城見町 3 −

�2

高知市瀬戸二丁目

�3番47号

高知市宝町30− 9 

高岡郡四万十町興

津2�35−�09

宿毛市押ノ川�060

番 2 

高知市北本町一丁

目 2 番 6 号

高知市大川筋一丁

目 � −29

〃

高知市介良乙3067

− 6 

〃

訪問看護

介護予防

訪問看護

居宅療養

管理指導

介護予防

居宅療養

管理指導

居宅介護

支援

訪問介護

介護予防

訪問介護

通所介護

介護予防

通所介護

訪問介護

訪問看護

介護予防

訪問看護

居宅介護

支援

訪問介護

介護予防

訪問介護

訪問介護

介護予防

訪問介護

居宅介護

支援

高知市若松町��−

20

高知市瀬戸二丁目

�3番44号

高知市宝町3�−�7

　桜ハイツ � Ｆ

�0�号

高岡郡四万十町興

津2520− � 

宿毛市押ノ川�062

番地 2 

高知市愛宕町一丁

目 4 番�5号　シー

・エイチ・アイビ

ル 4 階

高知市愛宕町一丁

目 4 番�5号　シー

・エイチ・アイビ

ル 5 階

〃

高知市介良乙3�37

− 5 

〃

平成22年 2 

月 � 日

〃

平成22年 3 

月 � 日

平成22年 3 

月 8 日

平成22年 3 

月�0日

平成22年 3 

月�7日

〃

平成22年 3 

月�8日

平成22年 3 

月23日

〃

 3  9  7  0  � 

 0  2  3  9  2 

 3  9  7  0  9 

 0  0  2  5  8 

デイサービスセ

ンター介良・な

の花

有限会社あさひ

サービス

 

〃

宿毛市高砂�0− 8 

通所介護

介護予防

通所介護

福祉用具

貸与

介護予防

福祉用具

貸与

特定福祉

用具販売

特定介護

予防福祉

用具販売

〃

宿毛市高砂5387番

2�0

平成22年 3 

月29日

平成22年 3 

月3�日

高知県告示第403号

介護保険法（平成 9 年法律第�23号）第75条第 2 項、第82条第 2 項及び第��5条の 5 第 2 項の規定

により、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防サービス事業者の事

業の廃止について、次のとおり届出があった。

平成22年 6 月25日

高知県知事　尾﨑　正直

介護保険事

業所番号

 3  9  7  0  � 

 0  2  �  8  6 

 3  9  7  2  5 

 0  0  5  0  2 

 3  9  7  0  � 

 0  2  7  �  5 

届出者の

名称

株式会社

翼

有限会社

高知訪問

介護サー

ビス

株式会社

四国ライ

フケア

届出者の主たる

事務所の所在地

高知市介良乙

�027番地 5 　コ

ーポ和 � 階

高岡郡日高村下

分�77− � 

高知市長浜�440

− � 

廃止年月日

平成22年 � 

月3�日

〃

平成22年 2 

月�6日

事業所の

名称

株式会社

翼

居宅介護

支援セン

ター優花

株式会社

四国ライ

フケア

事業所の所在地

高知市介良乙

�027番地 5 　コ

ーポ和 � 階

高岡郡日高村下

分�77− � 

高知市長浜�440

− � 

サービス

の種類

福祉用具

貸与

介護予防

福祉用具

貸与

特定福祉

用具販売

特定介護

予防福祉

用具販売

居宅介護

支援

福祉用具

貸与

介護予防

福祉用具
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 3  9  6  0  � 

 9  0  2  3  3 

 3  9  7  0  � 

 0  2  2  0  2 

 3  9  7  0  � 

 0  3  6  6  3 

 3  9  7  0  � 

 0  3  4  2  4 

 3  9  7  0  � 

 0  �  5  �  9 

 3  9  7  2  5 

 0  0  2  3  9 

 3  9  7  2  5 

 0  0  6  �  9 

 3  9  7  2  5 

医療法人

高田会

有限会社

セルヴィ

ス

株式会社

訪問介護

ステーシ

ョン・ロ

ング・ラ

イフ

株式会社

エーオー

アイ

有限会社

ゆずケア

センター

佐川町

津野町

有限会社

高知市城見町 4 

−�3

高知市朝倉己

��55番地22

高知市塩屋崎町

二丁目 2 − � 

高知市帯屋町一

丁目�4− 4 

高知市日の出町

 5 番34号

高岡郡佐川町甲

�650− 2 

高岡郡津野町永

野47�− � 

高岡郡梼原町神

平成22年 2 

月28日

〃

平成22年 3 

月�5日

平成22年 3 

月29日

平成22年 3 

月3�日

〃

〃

〃

居宅介護

支援セン

ター城見

デイサー

ビスセン

ターふぁ

みいる・

ホーム

株式会社

訪問介護

ステーシ

ョン・ロ

ング・ラ

イフ

特定福祉

用具販売

事業所あ

おい

ゆずケア

センター

佐川町デ

イサービ

スセンタ

ーさくら

荘

津野町居

宅介護支

援事業所

訪問介護

高知市城見町 3 

−�2

高知市朝倉己

299− � 

高知市塩屋崎町

二丁目 2 − � 

高知市横浜新町

三丁目2��

高知市日の出町

 5 番34号

高岡郡佐川町甲

�687

高岡郡津野町姫

野々43�− � 

高岡郡梼原町神

貸与

特定福祉

用具販売

特定介護

予防福祉

用具販売

居宅介護

支援

通所介護

介護予防

通所介護

訪問介護

介護予防

訪問介護

特定福祉

用具販売

特定介護

予防福祉

用具販売

訪問介護

介護予防

訪問介護

通所介護

介護予防

通所介護

居宅介護

支援

訪問介護

 0  0  8  5  8  訪問介護

ステーシ

ョン陽だ

まり

在居3950 ステーシ

ョン陽だ

まり

在居3950 介護予防

訪問介護
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高知県告示第404号

障害者自立支援法（平成�7年法律第�23号）第54条第 2 項の規

定により、精神通院医療を担当する指定自立支援医療機関として

次のとおり指定した。

平成22年 6 月25日

                          　　　  高知県知事　尾﨑　正直

医療機関の

名称

指定

年月

日

診療科

におい

て担当

してい

る自立

支援医

療の種

類

標ぼうし

ている診

療 科 名

（担当し

ている自

立支援医

療の種類

に関係が

あ る も

の）

医療機関の所在地

訪問看護ス

テーション

土佐

有限会社あ

き薬局えき

まえ店

とんぼクリ

ニック

くれ薬局

あとむ薬局

ファムコや

まもも薬局

ときわ薬局

平成

2�年

 7 月

 � 日

　

〃

平成

2�年

 9 月

 � 日

〃

平成

2�年

�2月

 � 日

〃

平成

22年

精神通

院医療 

〃

〃

〃

〃

〃

〃

心療内科

高知市鷹匠町二丁目

 � −36

安芸市矢ノ丸四丁目

 2 −3�

吾川郡いの町205番

地

高岡郡中土佐町久礼

6507− 3 

高知市愛宕町二丁目

�9− 4 

香南市野市町西野

�900− 5 

四万十市駅前町 8 −

�2

波川薬局

らくだクリ

ニック

フルール薬

局

ハロー薬局

すさき店

病院通薬局

みなみ店

エール薬局

たかす店

ひなた薬局

病院通薬局

いの店

 � 月

 � 日

平成

22年

 2 月

 � 日

平成

22年

 4 月

 � 日

〃

平成

22年

 5 月

 � 日

平成

22年

 6 月

 � 日

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

精神科

吾川郡いの町波川

566− 5 

高知市南元町30番地

高知市南元町90

須崎市中町一丁目 3 

− 4 

高知市役知町�5− 6 

高知市大津乙2705−

 3 

高知市仁井田653−

 2 

吾川郡いの町新町26

高知県告示第405号

障害者自立支援法（平成�7年法律第�23号）第64条の規定によ

り、次のとおり精神通院医療を担当する指定自立支援医療機関か

ら名称の変更について届出があった。

平成22年 6 月25日

                         　　　 高知県知事　尾﨑　正直

診療

科に

標ぼう

してい

る診療

区分

変更前

変更後

変更前

変更後

変更

年月

日

平成

22年

 3 月

23日

平成

22年

 5 月

 � 日

おい

て担

当し

てい

る自

立支

援医

療の

種類

精神

通院

医療

〃

科 名

（担当

してい

る自立

支援医

療の種

類に関

係があ

る も

の）

精神科

医療機関

の名称

高知県薬

剤師会会

営調剤専

門薬局

高知県薬

剤師会会

営薬局

三宮神経

内科

三宮心療

クリニッ

ク

医療機関の所在地

高知市丸ノ内一丁

目 7 −45　総合あ

んしんセンター � 

Ｆ

高知市愛宕町三丁

目��−27

高知県告示第406号

障害者自立支援法（平成�7年法律第�23号）第64条の規定によ

り、次のとおり精神通院医療を担当する指定自立支援医療機関か

ら所在地の変更について届出があった。

平成22年 6 月25日

                          　　　　 高知県知事 尾﨑　正直

区分

変更

年月

日

診療

科に

おい

て担

当し

てい

る自

立支

援医

療の

標ぼう

してい

る診療

科 名

（担当

してい

る自立

支援医

療の種

類に関

係があ

医療機関

の名称
医療機関の所在地
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高知県告示第407号

障害者自立支援法（平成�7年法律第�23号）第65条及び障害者

自立支援法施行規則（平成�8年厚生労働省令第�9号）第64条の規

定に基づき、次のとおり精神通院医療を担当する指定自立支援医

療機関から指定の辞退について申出があった。

平成22年 6 月25日

                          　　高知県知事　尾﨑　正直    

平成22年 6 月25日

                          　　　　高知県知事　尾﨑　正直

室戸市室津703

イ　氏名

坂本　政治

 2 　保安林に指定する予定の通知の要旨

( � )　保安林予定森林の所在場所

室戸市室津字行所�077、�078、�079のイ、�079の 2 、�079

の 3 、�080、�08�、3�70、3�7�

( 2 )　指定の目的

土砂の流出の防備

( 3 )　指定施業要件

立木の伐採の方法及び立木の伐採の限度について

高知県告示第410号                                  

　道路法（昭和27年法律第�80号）第�8条第 � 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。                  

　その関係図面は、平成22年 6 月25日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県須崎土木事務所において一般の縦覧に供する。

　　平成22年 6 月25日                                

                                　高知県知事　尾﨑　正直

 � 　道路の種類　県道

 2 　路　線　名  大方大正

 3 　道路の区域

変更前

変更後

変更前

変更後

平成

22年

 3 月

 � 日

平成

22年

 3 月

23日

種類

精神

通院

医療

〃

る も

の）

エール薬

局おこう

店

高知県薬

剤師会会

営薬局

南国市岡豊町小蓮

406− 2 

南国市岡豊町小蓮

390− 3 

高知市本町五丁目

 6 番35号

高知市丸ノ内一丁

目 7 −45　総合あ

んしんセンター � 

Ｆ

医療機関の

名称

指定

の辞

退年

月日

診療科

におい

て担当

してい

る自立

支援医

療の種

類

標ぼうし

ている診

療 科 名

（担当し

ている自

立支援医

療の種類

に関係が

あ る も

の）

医療機関の所在地

十津薬局 平成

22年

 4 月

30日

精神通

院医療

高知市十津三丁目 2 

−2�

高知県告示第408号

障害者自立支援法施行規則（平成�8年厚生労働省令第�9号）第

63条第 � 号の規定により、次のとおり精神通院医療を担当する指

定自立支援医療機関から業務の廃止について届出があった。

医療機関の

名称

業務

の廃

止年

月日

診療科

におい

て担当

してい

る自立

支援医

療の種

類

標ぼうし

ている診

療 科 名

（担当し

ている自

立支援医

療の種類

に関係が

あ る も

の）

医療機関の所在地

病院通薬局

須崎店

平成

22年

 3 月

25日

精神通

院医療

須崎市中町一丁目 3 

− 4 

高知県告示第409号

平成22年 6 月高知県告示第335号で告示した指定予定に係る保

安林の森林所有者の所在が不分明であるので、森林法（昭和26年

法律第249号）第�89条の規定により、保安林に指定する予定の通

知の内容を室戸市役所に掲示するとともに、次のとおりその要旨

を告示する。

平成22年 6 月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直　

 � 　所在不分明の森林所有者

( � )ア  登記簿記載の住所

室戸市領家 5 番屋敷

イ　氏名

利岡　稚夫　

( 2 )ア  登記簿記載の住所

室戸市領家��番屋敷

イ　氏名

上山　弥太郎

( 3 )ア  登記簿記載の住所

室戸市室津703

イ　氏名

坂本　政次

( 4 )ア  登記簿記載の住所

室戸市室津���4

イ　氏名

水口　新之助

( 5 )ア  登記簿記載の住所

区 　　　 　間
延　　　　長

（メートル）

敷地の幅員

（メートル）

変更前

後の別

高岡郡四万十町打井

川字永サコ口�97番

 � 地先から

高岡郡四万十町打井

川字永サコ�532番 � 

まで

〜 94前

〜 94後

8.8

         

25.7

8.8

          　  

25.7

高知県告示第411号                                  

　道路法（昭和27年法律第�80号）第�8条第 2 項の規定により、

道路の供用を次のとおり開始する。                  

　その関係図面は、平成22年 6 月25日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県須崎土木事務所において一般の縦覧に供する。

　　平成22年 6 月25日             

                                　高知県知事　尾﨑　正直

 � 　道路の種類　県道

 2 　路　線　名　大方大正

 3 　道路の区域

供 用 開 始 区 間 延　　　　長 供用開始年月日
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公　　　　　　　告

土地改良法（昭和24年法律第�95号）第�8条第�6項の規定によ

り、物部川右岸土地改良区から次のとおり退任した役員の届出が

あった。

  　平成22年 6 月25日

  　　               　   　　　　高知県知事　尾﨑  正直

　役名　　　氏　名  　    住　　　　　　　所

（退任）

理事　　岡田　　稔　南国市　　　　　立田　　2477

〃　　　岡部　雅司　香美市土佐山田町京田   　290

〃　　　土方　　啓　〃　　〃　  　　〃　　 　383

〃　　　岡田　義一　〃　　〃　  　　神通寺 　3�7

〃　　　大畠　雅夫　南国市　　　　　蔵福寺島 284

〃　　　名倉喜一郎　〃　　　　　　　福船　　 309

〃　　　山中　雅夫　〃　　　　　　　堀ノ内　 477

〃　　　有瀨　圭齋　〃　　　　　　　立田　　2�85

〃　　　杉本　承一　〃　　　　　　　〃　　　 300− � 

〃　　　山本　公昭　〃　　　　　　　〃　　　�2�8

土地改良法（昭和24年法律第�95号）第�8条第�6項の規定によ

り、本村中条土地改良区から次のとおり退任した役員の届出が

あった。

  　平成22年 6 月25日

  　　               　   　　　　高知県知事　尾﨑  正直

役名　　　氏　名  　    住　　　　　　　所

（退任）

理事　　馬場　定德　土佐市本村　439− � 

　〃　　　三宮　洋征　〃　　宮ノ内�06

　〃　　　藤岡　　收　〃　　本村　604

　〃　　　森　　康雄　〃　　東鴨地908

　〃　　　高橋　健良　〃　　〃　　835

　〃　　　横山　忠彦　〃　　〃　　722

土地改良法（昭和24年法律第�95号）第�8条第�6項の規定によ

り、東洋町生見土地改良区から次のとおり退任した役員の届出が

あった。

  　平成22年 6 月25日

  　　               　   　　　　高知県知事　尾﨑  正直

　役名　　　氏　名  　    住　　　　　　　所

（退任）

　監事　　生松　茂夫　安芸郡東洋町生見 89

　〃　　　松﨑　能也　〃　　〃　　〃　�43− 2 

　〃　　　青木　幸夫　〃　　〃　　〃　��5

土地改良法（昭和24年法律第�95号）第30条第 2 項の規定によ

り、南国市田村堰井筋土地改良区の定款の変更を平成22年 6 月�5

日に認可した。

  　平成22年 6 月25日

  　　               　   　　　　高知県知事  尾﨑　正直

土地改良法（昭和24年法律第�95号）第68条第 4 項において準

用する同法第�8条第�6項の規定により、物部川右岸土地改良区か

ら次のとおり就職した清算人の届出があった。

  　平成22年 6 月25日

  　　               　   　　　　高知県知事　尾﨑  正直

氏　名  　    　住　　　　　　　所

岡田　　稔　　南国市　　　　　立田　　2477

岡部　雅司　　香美市土佐山田町京田   　290

土方　　啓　　〃　　〃　  　　〃　　 　383

岡田　義一　　〃　　〃　  　　神通寺 　3�7

大畠　雅夫　　南国市　　　　　蔵福寺島 284

名倉喜一郎　　〃　　　　　　　福船　　 309

山中　雅夫　　〃　　　　　　　堀ノ内　 477

有瀨　圭齋　　〃　　　　　　　立田　　2�85

杉本　承一　　〃　　　　　　　〃　　　 300− � 

山本　公昭　　〃　　　　　　　〃　　　�2�8

土地改良法（昭和24年法律第�95号）第68条第 4 項において準

用する同法第�8条第�6項の規定により、本村中条土地改良区から

次のとおり就職した清算人の届出があった。

平成22年 6 月25日

  　　               　   　　　　高知県知事　尾﨑  正直

  

　　氏　名  　    　住　　　　　　　所

　馬場　定德　　土佐市本村　439− � 

　三宮　洋征　　〃　　宮ノ内�06

　藤岡　　收　　〃　　本村　604

　森　　康雄　　〃　　東鴨地908

　高橋　健良　　〃　　〃　　835

　横山　忠彦　　〃　　〃　　722

土地改良法（昭和24年法律第�95号）第68条第 4 項において準

用する同法第�8条第�6項の規定により、東洋町生見土地改良区か

ら次のとおり退職した清算人の届出があった。

  　平成22年 6 月25日

  　　               　   　　　　高知県知事　尾﨑  正直

氏　名　　　　　住　　　　　　　所

川島　　晋　　安芸郡東洋町生見485

大坪　一守　　〃　　〃　　〃　278− 2 

北川　満水　　〃　　〃　　〃　�36

黒岩　米三　　〃　　〃　　〃　�08

松岡　盛繁　　〃　　〃　　〃　537− 2 

松延　倍行　　〃　　〃　　〃　�5�

松岡　熹改　　〃　　〃　　〃　�49

松井　英俊　　〃　　〃　　河内�50− 5 

選挙管理委員会告示

高知県選挙管理委員会告示第25号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第 � 項の規定に基づ

く高知県の条例の制定又は改廃の請求及び同法第75条第 � 項の規

定に基づく監査の請求をする場合の選挙権を有する者の総数の50

分の � の数は、�2,846人である。

平成22年 6 月 4 日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　淺野　正倫

高知県選挙管理委員会告示第26号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第76条第 � 項の規定に基づ

く高知県議会の解散の請求、同法第8�条第 � 項の規定に基づく高

知県知事の解職の請求及び同法第86条第 � 項の規定に基づく高知

県の副知事、選挙管理委員、監査委員又は公安委員会の委員の解

職の請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和

3�年法律第�62号）第 8 条第 � 項の規定に基づく高知県教育委員

会の委員の解職の請求をする場合の選挙権を有する者の総数のう

ち、40万を超える数に 6 分の � を乗じて得た数と40万に 3 分の � 

を乗じて得た数とを合算して得た数は、�73,7�2人である。

平成22年 6 月 4 日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　淺野　正倫

高知県選挙管理委員会告示第27号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第80条第 � 項の規定に基づ

く高知県議会の議員の解職の請求をする場合の各選挙区における

94
平成22年 6 月25

日

高岡郡四万十町打井川字永

サコ口�97番 � 地先から

高岡郡四万十町打井川字永

サコ�532番 � まで

（メートル）
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選挙権を有する者の総数の 3 分の � の数は、次のとおりである。

平成22年 6 月 4 日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　淺野　正倫

高知市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　88,390人

室戸市、東洋町選挙区　　　　　　　　　　　　　　 5,8�6人

安芸市、芸西村選挙区　　　　　　　　　　　　　　 6,77�人

南国市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　�3,4�0人

土佐市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,�95人

須崎市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,930人

宿毛市、大月町、三原村選挙区　　　　　　　　　　 8,635人

土佐清水市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　 4,732人

四万十市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,90�人

香南市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,�54人

香美市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,094人

奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村選挙区　 3,559人

長岡郡、土佐郡選挙区　　　　　　　　　　　　　　 4,�4�人

吾川郡選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　�4,027人

高岡郡選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　�8,609人

黒潮町選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,732人

高知県選挙管理委員会告示第28号

平成�8年�2月高知県選挙管理委員会告示第�02号（その病院の長、老人ホームの長、身体障害者

支援施設の長及び保護施設の長を不在者投票管理者とする施設の指定）の一部を次のように改正す

る。

平成22年 6 月��日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　淺野　正倫

 � 　病院の表中「高知市南金田62番地 3 」を「高知市南金田 5 番�8号」に改め、

「

千屋崎病院 南国市稲生205�番地

」

を削る。

　 3 　身体障害者支援施設の表中

「

高知ハビリテーリングセンター 高知市春野町内ノ谷 � 番地 � 

」

を削る。
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高知県選挙管理委員会告示第53号

政治資金規正法（昭和23年法律第�94号）第 6 条第 � 項の規定

により次のとおり届出があった。

平成22年 6 月25日

高知県選挙管理委員会委員長　淺野　正倫

その他の政治団体（政党及び国会議員関係政治団体以外の政治

団体）

高知県選挙管理委員会告示第54号

政治資金規正法（昭和23年法律第�94号）第 7 条第 � 項の規定

により次のとおり異動の届出があった。

平成22年 6 月25日

高知県選挙管理委員会委員長　淺野　正倫

政党（国会議員関係政治団体とみなされる政党以外の政党）

区分

異動

前

異動

後

名称

自由民

主党吾

川郡仁

淀川町

池川支

部

代表者氏

名

異動なし

会計責任

者氏名

小笠原　

一夫

野村　安

夫

主たる事

務所の所

在地

異動なし

届出年月日

平22・ 5 ・

�8

区分

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

名称

大坪優

子後援

会

大石教

政後援

会

ふかせ

裕彦後

援会

全日電

工連政

治連盟

高知県

支部

高知県

電気工

代表者氏

名

異動なし

異動なし

三好　晃

一

高橋　義

幸

異動なし

会計責任

者氏名

浜田　久

米男

大坪　雄

幸

宮村　善

政

大石　教

道

異動なし

異動なし

主たる事

務所の所

在地

異動なし

異動なし

異動なし

異動なし

届出年月日

平22・ 5 ・

�0

平22・ 5 ・

��

平22・ 5 ・

�2

平22・ 5 ・

26

異動

前

異動

後

事業政

治連盟

西原強

志後援

会

弘田　堅

持

影嶋　温

水

異動なし 土佐清水

市 旭 町

470番地

土佐清水

市旭町�5

番 7 号

平22・ 5 ・

3�

名称

大石哲雄

後援会

村田珠美

後援会

河邑明浩

後援会

中山優後

援会

小椋利廣

後援会

安岡一士

後援会

代表者氏名

高橋　信市

村田　巻夫

山内　和廣

苅谷　貴顕

川島　誠治

安岡　一士

会計責任者

氏名

大石　峰子

立川　徳江

川村　光正

中山　優

小椋　静恵

安岡　禎子

主たる事

務所の所

在地

長岡郡本

山町本山

53�− 3 

香美市土

佐山田町

加茂332

− 4 

長岡郡本

山町屋所

365

長岡郡本

山町本山

4�6− � 

・ 2 

室戸市元

甲�908番

地

安芸郡芸

西村和食

甲2603番

地 � 

届出年月日

平22・ 5 ・

 7 

平22・ 5 ・

 7 

平22・ 5 ・

�8

平22・ 5 ・

�9

平22・ 5 ・

24

平22・ 5 ・

3�

その他の政治団体（政党及び国会議員関係政治団体以外の政治

団体）
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高知県選挙管理委員会告示第55号

政治資金規正法（昭和23年法律第�94号。以下「法」という。）第 7 条第 � 項の規定により次の

とおり異動の届出があった。

平成22年 6 月25日

高知県選挙管理委員会委員長　淺野　正倫

法第�9条の 7 第 � 項第 2 号に係る国会議員関係政治団体

名称 異動事項 異動前 異動後 届出年月日

高野光二

郎後援会

会計責任者

氏名

高野　美和 伊藤　浩市 平22・ 5 ・

 7 

高知県選挙管理委員会告示第56号

政治資金規正法（昭和23年法律第�94号）第�7条第 � 項の規定

により次のとおり解散の届出があった。

平成22年 6 月25日

高知県選挙管理委員会委員長　淺野　正倫

その他の政治団体

監 査 委 員 告 示

高知県監査委員告示第 1 号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の32第 � 項の規定

により包括外部監査人の監査の事務を補助する者について協議が

調ったので、同条第 2 項の規定により次のとおり告示する。

平成22年 6 月��日（掲示済）

高知県監査委員　森田　英二

同　　　　　　　式地　寛肇

同　　　　　　　坂本　千代

同　　　　　　　奴田原　訂

 � 　包括外部監査人の監査の事務を補助する者の氏名及び住所

榎本　　浩　兵庫県明石市大久保町高丘七丁目�5番地の�0

金　　一寿　大阪府大阪市淀川区西宮原一丁目 4 番�5号803

橋本　　誠　高知市塩屋崎町二丁目 9 番22号　ヴィラージュ

　　　　　　ヌフＩ棟�0� 

福井　智士　大阪府茨木市西河原二丁目20番34号203 

 2 　監査の事務を補助できる期間

平成22年 6 月��日から平成23年 3 月3�日まで

名称

田村くみ

こ後援会

主たる事務所の

所在地

高知市上町一丁

目�0−4�

代表者氏名

田村　久美

子

政治団体

でなくな

った理由

解散

届出年

月日

平22・

 5 ・24
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